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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 10月 18日 (2004.10.18)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】 　 （ １ ） 及 び 第 １ の 無 線 装 置 は 第 １ の 有 線 バ ス を 形 成 し 、 の ク
ラ ス タ 及 び 第 ２ の 無 線 装 置 は 第 ２ の 有 線 バ ス を 形 成 し 、 ク ラ ス タ に 接 続 さ れ た 第 １ の 無 線
装 置 （ Ｗ Ｂ ｏ ｘ １ ） 及 び 遠 隔 装 置 （ １ ） に 接 続 さ れ た 第 ２ の 無 線 装 置 （ Ｗ Ｂ ｏ ｘ ２ ） を 含
む 無 線 リ ン ク （ ３ ） を 介 し て （ １ ） を の ク ラ ス タ へ 接 続 す る 方 法 で あ っ て 、
　 遠 隔 装 置 （ １ ） を 第 １ の 無 線 装 置 （ Ｗ Ｂ ｏ ｘ １ ） を 通 し て ク ラ ス タ へ 提 示 す る 手 順 と 、
　 ク ラ ス タ の 装 置 を 第 ２ の 無 線 装 置 （ Ｗ Ｂ ｏ ｘ ２ ） を 通 し て 遠 隔 装 置 （ １ ） へ 提 示 す る 手
順 と 、
を 有 し 、
　 遠 隔 装 置 及 び ク ラ ス タ の 装 置 は 単 一 の バ ス の 一 部 で あ る か の よ う に 機 能 す る 、
方 法 。
【 請 求 項 ２ 】 　 無 線 装 置 （ Ｗ Ｂ ｏ ｘ １ ， Ｗ Ｂ ｏ ｘ ２ ） に お い て 、
　 関 連 し た 有 線 バ ス 上 の リ セ ッ ト を 検 出 す る 手 順 と 、
　 該 リ セ ッ ト を 相 手 方 の ピ ア 無 線 装 置 （ Ｗ Ｂ ｏ ｘ ２ ， Ｗ Ｂ ｏ ｘ １ ） へ 転 送 す る 手 順 と 、
を 更 に 有 す る 請 求 項 １ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】 　 リ セ ッ ト を 転 送 す る 手 順 は 、 相 手 方 の ピ ア 無 線 装 置 の レ ジ ス タ へ 書 き 込 み
要 求 を 実 行 す る 手 順 を 含 み 、
　 レ ジ ス タ へ の 書 き 込 み に よ っ て 相 手 方 の ピ ア 無 線 装 置 と 関 連 し た 有 線 バ ス 上 の リ セ ッ ト
手 続 を 始 動 す る 、
請 求 項 ２ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】 　 関 連 し た バ ス （ ２ ） 上 で リ セ ッ ト を 検 出 し た 無 線 装 置 は 第 １ の 無 線 装 置 （
Ｗ Ｂ ｏ ｘ １ ） で あ り 、
　 リ セ ッ ト を 転 送 す る 前 に 、 第 １ の 無 線 装 置 は 、 自 己 同 定 処 理 に 入 り 、 結 果 と し て 得 ら れ
た ク ラ ス タ 装 置 を 記 述 す る 物 理 ア ド レ ス 及 び 自 己 同 定 デ ー タ を 第 ２ の 無 線 装 置 へ 転 送 す る
、
請 求 項 ３ 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】 　 第 ２ の 無 線 装 置 に お い て 、 リ セ ッ ト 及 び 自 己 同 定 デ ー タ を 受 信 し た と き 、
　 ル ー ト 状 態 を 要 求 す る 手 順 と 、
　 遠 隔 装 置 （ １ ） へ 向 け ら れ た ク ラ ス タ 装 置 に 対 応 し た 自 己 同 定 パ ケ ッ ト を 生 成 す る 手 順
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と 、
を 更 に 有 し 、
　 生 成 さ れ た パ ケ ッ ト の 数 は 、 該 第 １ の 無 線 装 置 を 除 い た ク ラ ス タ 上 の 装 置 の 台 数 に 対 応
し て い る 、
請 求 項 ４ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】 　 第 ２ の 無 線 装 置 （ Ｗ Ｂ ｏ ｘ ２ ） に お い て 、 所 定 の ノ ー ド 識 別 子 を 遠 隔 装 置
（ １ ） へ 帰 属 さ せ る 手 順 を 更 に 有 す る 請 求 項 ５ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】 　 無 線 装 置 （ Ｗ Ｂ ｏ ｘ １ ， Ｗ Ｂ ｏ ｘ ２ ） に お い て 、 関 連 し た バ ス 上 で 複 数 の
リ セ ッ ト を 検 出 し た と き 、 リ セ ッ ト を 転 送 す る 無 線 媒 体 上 の デ ー タ ス ロ ッ ト の 許 可 よ り も
前 に 検 出 さ れ た 最 新 の リ セ ッ ト だ け を 転 送 す る 手 順 を 更 に 有 す る 請 求 項 ２ 乃 至 ６ の う ち 何
れ か 一 項 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】 　 相 手 方 の ピ ア 無 線 装 置 （ Ｗ Ｂ ｏ ｘ ２ ， Ｗ Ｂ ｏ ｘ １ ） か ら リ セ ッ ト を 受 信 す
る 無 線 装 置 （ Ｗ Ｂ ｏ ｘ １ ， Ｗ Ｂ ｏ ｘ ２ ） に お い て 、 リ セ ッ ト の 受 信 を 承 認 す る 手 順 を 更 に
有 す る 請 求 項 ２ 乃 至 ７ の う ち 何 れ か 一 項 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】 　 相 手 方 の ピ ア 無 線 装 置 か ら 受 信 し た リ セ ッ ト を 検 出 す る 無 線 装 置 の ト ラ ン
ザ ク シ ョ ン レ イ ヤ に お い て 、
　 関 連 し た バ ス 上 に バ ス リ セ ッ ト を 発 生 さ せ る 手 順 と 、
　 リ セ ッ ト の 受 信 前 に 、 関 連 し た バ ス か ら 受 信 さ れ 相 手 方 の ピ ア 装 置 に 送 信 さ れ て い な い
非 同 期 パ ケ ッ ト を 廃 棄 す る 手 順 と 、
　 関 連 し た バ ス の リ セ ッ ト が 完 了 し た と き 、 相 手 方 の ピ ア 無 線 装 置 に 対 し リ セ ッ ト を 承 認
す る 手 順 と 、
を 更 に 有 す る 請 求 項 ２ 乃 至 ８ の う ち 何 れ か 一 項 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】 　 関 連 し た バ ス 上 で リ セ ッ ト を 検 出 し た 無 線 装 置 の ト ラ ン ザ ク シ ョ ン レ イ
ヤ に お い て 、
　 関 連 し た バ ス の リ セ ッ ト の 検 出 よ り も 前 に 、 相 手 方 の ピ ア 無 線 装 置 か ら 受 信 さ れ 関 連 し
た バ ス に 送 信 さ れ て い な い 非 同 期 パ ケ ッ ト を 廃 棄 す る 手 順 と 、
　 リ セ ッ ト メ ッ セ ー ジ を 相 手 方 の ピ ア 無 線 装 置 へ 転 送 し 、 相 手 方 の ピ ア 無 線 装 置 か ら の リ
セ ッ ト の 承 認 を 待 ち 受 け る 手 順 と 、
　 該 相 手 方 の ピ ア 無 線 装 置 へ の 非 同 期 パ ケ ッ ト の 送 信 を 再 開 す る 手 順 と 、
を 更 に 有 す る 請 求 項 ２ 乃 至 ９ の う ち 何 れ か 一 項 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】 　 関 連 し た バ ス 上 で 装 置 か ら ト ラ ン ザ ク シ ョ ン 要 求 を 受 信 し た 無 線 装 置 に
お い て 、 ト ラ ン ザ ク シ ョ ン が 分 離 型 ト ラ ン ザ ク シ ョ ン で あ る 旨 を 決 定 す る 手 順 を 更 に 有 す
る 請 求 項 １ 乃 至 １ ０ の う ち 何 れ か 一 項 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】 　 関 連 し た バ ス 上 の 装 置 か ら Ｉ Ｅ Ｅ Ｅ １ ３ ９ ４ 規 格 の ack_pendingコ ー ド
を 受 信 す る 無 線 装 置 に お い て 、 該 コ ー ド の 相 手 方 の ピ ア 無 線 装 置 へ の 転 送 を 阻 止 す る 手 順
を 更 に 有 す る 請 求 項 １ 乃 至 １ １ の う ち 何 れ か 一 項 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】 　 一 方 の バ ス の 第 １ の 装 置 か ら 別 の バ ス の 第 ２ の 装 置 へ 要 求 を 送 信 す る 手
順 を 更 に 有 し 、
　 タ イ ム ア ウ ト 間 隔 を 設 定 す る 第 ２ の 装 置 の バ ス の 無 線 装 置 は 第 ２ の 装 置 か ら 応 答 を 受 信
し 、
　 タ イ ム ア ウ ト 間 隔 は 、 要 求 と 共 に 相 手 方 の ピ ア 無 線 装 置 に よ っ て 送 信 さ れ た 持 続 期 間 パ
ラ メ ー タ を 考 慮 し た と き の 残 り 時 間 に 一 致 す る 、
請 求 項 １ 乃 至 １ ２ の う ち 何 れ か 一 項 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】 　 第 ２ の 装 置 の バ ス の 無 線 装 置 は 、 第 ２ の 装 置 か ら の 応 答 の タ イ ム ア ウ ト
間 隔 が 満 了 し て い な い 場 合 に 限 り 、 第 ２ の 装 置 か ら の 応 答 を 相 手 方 の ピ ア 無 線 装 置 へ 転 送
す る 、 請 求 項 １ ３ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】 　 該 第 １ の 無 線 装 置 （ Ｗ Ｂ ｏ ｘ １ ） は 、 関 連 し た バ ス か ら 受 信 さ れ た 非 同
期 パ ケ ッ ト の 送 信 元 ア ド レ ス 及 び 宛 先 ア ド レ ス を 変 更 す る 際 に 、
　 送 信 元 ア ド レ ス が 所 定 の ノ ー ド 識 別 子 と 一 致 す る 場 合 、 送 信 元 ア ド レ ス を 第 １ の 無 線 装
置 の ノ ー ド 識 別 子 に よ っ て 置 換 し 、
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　 宛 先 ア ド レ ス が 第 １ の 無 線 装 置 の ノ ー ド 識 別 子 と 一 致 す る 場 合 、 送 信 元 ア ド レ ス を 所 定
の ノ ー ド 識 別 子 に よ っ て 置 換 す る 、
請 求 項 ６ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】 　 該 第 ２ の 無 線 装 置 （ Ｗ Ｂ ｏ ｘ ２ ） は 、 遠 隔 装 置 （ １ ） か ら 受 信 し た 非 同
期 パ ケ ッ ト の 送 信 先 ア ド レ ス 及 び 宛 先 ア ド レ ス を 変 更 す る 際 に 、
　 送 信 元 ア ド レ ス を 第 １ の 無 線 装 置 （ Ｗ Ｂ ｏ ｘ １ ） の ノ ー ド 識 別 子 に よ っ て 置 換 し 、
　 宛 先 ア ド レ ス が 第 １ の 無 線 装 置 の ノ ー ド 識 別 子 と 一 致 す る 場 合 、 宛 先 ア ド レ ス を 所 定 の
ノ ー ド 識 別 子 に よ っ て 置 換 す る 、
請 求 項 ６ 又 は １ ５ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】 　 第 ２ の 無 線 装 置 に よ っ て 遠 隔 装 置 が バ ス マ ス タ に な る こ と を 阻 止 す る 手
順 を 更 に 有 す る 請 求 項 １ 乃 至 １ ６ の う ち 何 れ か 一 項 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ８ 】 　 遠 隔 装 置 が バ ス マ ス タ に な る こ と を 阻 止 す る 手 順 は 、 遠 隔 装 置 が バ ス マ
ネ ー ジ ャ 識 別 子 (BUS_MANAGER_ID)レ ジ ス タ へ 書 き 込 む こ と を 阻 止 す る 手 順 を 含 む 、 請 求 項
１ ７ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ９ 】 　

。
【 請 求 項 ２ ０ 】 　

。
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請 求 項 １ 乃 至 １ ８ の う ち 何 れ か 一 項 記 載 の 方 法 で あ っ て 、 前 記 第 １ の 有
線 バ ス 及 び 前 記 第 ２ の 有 線 バ ス が Ｉ Ｅ Ｅ Ｅ １ ３ ９ ４ バ ス で あ る こ と を 特 徴 と す る 方 法

装 置 で あ っ て 、 有 線 バ ス を 無 線 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 す る こ と を 特 徴 と す
る 装 置
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